
令和３年７月１日   

 

 保護者・生徒の皆様へ                                            

 

沖縄県立知念高等学校長   

（公印省略）   

 

令和３年度奨学のための給付金の支給に関する手続きについて 

 知念高校事務室では、「令和３年度奨学のための給付金」の支給に関する申請を受

け付けております。支給対象に該当する保護者等は、給付を受けるための申請をお願

いします。 

 

 

（１）奨学のための給付金 とは？ 

□高等学校等在学生のいる低所得世帯の、授業料以外の教育費の負担を軽減する制度 

□対象世帯には返還不要の給付金が支給される 

 対象世帯の要件は裏面を確認ください 

□６月３日付で文書を配布した「就学支援金」とは別の制度（別途申請が必要） 

 

支給額  ※国公立高校の場合 

世帯状況 給付額（年額） 

生活保護受給世帯（生業扶助受給世帯） 32,300 円 

非課税世帯 

通信制課程以外の課程に在籍する第 1 子 110,100 円 

通信制課程以外の課程に在籍する第 2 子以降 

 ※ 15 歳以上 23 歳未満の兄弟姉妹がいる場合  
141,700 円 

通信制・専攻科課程に在籍 48,500 円 

 

（２）申請に方法ついて 

本紙裏面の給付金の支給に係るフローチャート図をご確認の上、申請をお願いしま

す。受給要件に該当する保護者等は、知念高校事務室で申請書類一式の受け取り、

申請をお願いします（書類受け取り・提出は生徒でも可）。一年生で一部給付申請をし

た世帯も今回の給付を受けるためには再度申請が必要です。 

〇書類受け取り後の提出期限 ： 令和 ３ 年 ７ 月 ２１ 日（水）  

 

          

留意事項 

(1) 正当な理由がなく提出期限までに申請しないときは、給付金を受けられなくなります。  

(2) 生活保護の受給状況や扶養者の状況は７月１日現在を基準とします。 

    (家計急変世帯への支援については除く ) 

＜問い合わせ先＞ 知念高等学校 事務室 担当者  照屋・稲嶺  TEL：098-946-2207

〈〈裏面もご確認ください〉〉 



令和３年度奨学のための給付金の支給に係るフローチャート図 

給付金申請について、下記のフローチャートを参考に申請の有無を確認ください。 

生活保護(生業扶助)受給世帯  

又は、保護者(親権者)全員の令和３年度

課税証明書の道府県民税及び市町村民税

所得割額が非課税 (０円) ですか？ 

離職･倒産、収入の減等の影響で家計

が急変し、保護者(親権者)全員の課税

証明書の道府県民税及び市町村民税

所得割額が非課税相当になりました

か？ 

対象世帯ではありません 

申請書類の提出はありません 

いいえ いいえ 

知念高校事務室から書類の受け取りをお願いします↓（生徒に受け取りも可） 

・生活保護(生業扶助)受給世帯または市町村民税所得割額が非課税→配布資料①を 

・家計の急変世帯→配布資料② を 

それぞれお求めください 

 

保護者等 (親権者）が県外在住  

の場合は、保護者の在住している都

道府県へ申請をしてください。 

保護者等(親権者）は県内在住ですか？ 

はい はい 

い い

え 

はい 

＜問い合わせ先＞ 

知念高等学校 事務室 

（担当  照屋・稲嶺） 

TEL：098-946-2207 

（対応時間：平日 9:00～17:00） 
＊書類提出期限 ： 令和 ３ 年 ７ 月 ２１ 日（水）  

 

＊ここから確認 


